
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五

年
九
月
十
日
定
例
県
議
会
を
松
江
市
に
招
集
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
に
よ
る
医

療
扶
助
を
担
当
す
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成��年�月��日 第�����号(�)

益
田
薬
局

さ
く
ら
薬
局

ド
レ
ミ
歯
科
医
院

つ
わ
ぶ
き
医
院

く
に
び
き
診
療
所

医
療
機
関
の
名
称

益
田
市
駅
前
町
二
五
―
三
五

鹿
足
郡
津
和
野
町
大
字
鷲
原
イ
二

〇
八
―
一

大
原
郡
大
東
町
大
字
飯
田
七
八
五

番
地
一

鹿
足
郡
津
和
野
町
大
字
鷲
原
イ
一

九
〇
番
地

出
雲
市
東
園
町
四
九
八
番
地

所

在

地

平
成
十
五
年
八
月
一
日

平
成
十
五
年
七
月
二
十
八
日

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

平
成
十
五
年
八
月
一
日

平
成
十
五
年
八
月
一
日

指
定
年
月
日

第
一
、
五
〇
〇
号

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

(

金
曜
日)

�


�
�平

成
十
五
年
九
月
定
例
議
会
の
招
集

(

財

政

課)

一

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
を
担
当
す
る
機
関
の
指

(

健
康
福
祉
総
務
課)

一

定生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
廃
止
の
届

(

〃

)

二

出農
業
振
興
地
域
整
備
変
更
計
画
書
の
縦
覧

(

農

業

経

営

課)

二

土
地
改
良
事
業
変
更
施
行
の
認
可

(

農

村

整

備

課)

二

土
地
改
良
事
業
計
画
の
認
可

(

二
件)

(

〃

)

二

保
安
林
予
定
森
林

(
森

林

整

備

課)

三

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

(

用

地

対

策

課)

三

道
路
の
供
用
開
始

(

道

路

維

持

課)

三

�
�平

成
十
五
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
合
格
者

(

薬

事

衛

生

課)
四

平
成
十
五
年
度
島
根
県
水
産
業
改
良
普
及
員
資
格
試
験
の
合
格
者

(

水

産

課)
四

公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

対

策

課)

四

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

都

市

計

画

課)

四

�
�
�
�

島
根
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

企

業

局)

五

������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

������������������������������������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



島 根 県 報

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
及
び
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
四
年
農
林
省
令
第
四
十
五
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
農
業
振
興

地
域
整
備
計
画
の
写
し
を
島
根
県
農
林
水
産
部
農
業
経
営
課
及
び
浜
田
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

石
央
広
域
営
農
団
地
整
備
計
画

�
�
�
�
�
�
�
�

	
�

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
変
更
施
行
を
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�

	
�
�

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
新
規
土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�

	

�

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
新
規
土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成��年�月��日 第�����号 (�)

益
田
薬
局

有
限
会
社
た
か
は
し
薬
局

秦
産
婦
人
科
内
科
医
院

医
療
機
関
の
名
称

益
田
市
駅
前
町
一
八
―
四

出
雲
市
下
今
市
町
北
本
町
一
丁
目

三
―
一
四

出
雲
市
東
園
町
四
九
八
番
地

所

在

地

平
成
十
五
年
八
月
一
日

平
成
十
五
年
七
月
七
日

平
成
十
五
年
七
月
三
十
一
日

廃
止
年
月
日

八
束
郡
鹿
島
町
土

地
改
良
区

事
業
主
体
名

宇
出
地
区
区
画
整
理
事
業

(

非
補
助
土
地
改

良
事
業)

事

業

名

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

認
可
年
月
日

大
原
郡
木
次
町
土

地
改
良
区

事
業
主
体
名

小
川
上
地
区
区
画
整
理
事
業

(

非
補
助
土
地

改
良
事
業) 事

業

名

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

認
可
年
月
日



島 根 県 報

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

邇
摩
郡
仁
摩
町
大
字
大
国
町
字
堀
田
ヶ
迫
二
四
一
七
の
一
、
二
四
一
七
の
三
、
二
四
二
〇
の
一
、
二

四
二
〇
の
四
、
二
四
二
一
、
二
四
二
二
、
二
四
二
三
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
仁
摩
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。)

�
�
�
�
�
�
�
�
	



�

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
籍
調
査

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

道
路
の
供
用
を
次
の
よ
う
に
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
十
五
日
間
島
根
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
当
該
道
路
を
管
轄
す

る
土
木
建
築
事
務
所
又
は
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

平成��年�月��日 第�����号(�)

大
原
郡
木
次
町
土

地
改
良
区

事
業
主
体
名

大
川
上
地
区
区
画
整
理
事
業

(

非
補
助
土
地

改
良
事
業) 事

業

名

平
成
十
五
年
八
月
十
八
日

認
可
年
月
日

佐
田
町

横
田
町

仁
多
町

木
次
町

都
万
村

西
郷
町

調
査
を
行

っ
た
者
の

名
称

平
成
十
四
〜

十
五
年
度

平
成
十
〜
十

四
年
度

平
成
十
三
〜

十
四
年
度

平
成
十
一
〜

十
五
年
度

平
成
十
三
〜

十
五
年
度

平
成
十
三
〜

十
四
年
度

調
査
を
行
っ

た
時
期

十
四
枚

八
枚

三
十
一
枚

三
十
二
枚

二
十
三
枚

五
十
八
枚

地
籍
図
成
果
の
名
称一

冊
一
冊

二
冊

一
冊

一
冊

二
冊

地
籍
簿

淀
西
・
和
江
島

大
谷

三
成�

・
三
沢

�

平
田�

都
万
⑭

中
村
①
―�

・

中
村
①
―�

調
査
を
行
っ

た
地
域

平
成
十
五
年
八
月
二
十
一

日 平
成
十
五
年
八
月
二
十
一

日 平
成
十
五
年
八
月
二
十
一

日 平
成
十
五
年
八
月
二
十
一

日 平
成
十
五
年
八
月
二
十
一

日 平
成
十
五
年
八
月
二
十
一

日
認
証
年
月
日



島 根 県 報

�
�

平
成
十
五
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
に
合
格
し
た
者
の
受
験
番
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
合
格
者

〇
〇
二

〇
〇
三

〇
〇
七

〇
一
一

〇
一
二

〇
一
七

〇
一
八

〇
二
三

〇
二
四

二

農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
合
格
者

〇
二
六

〇
二
七

〇
二
九

〇
三
〇

〇
三
三

〇
三
四

〇
三
六

〇
三
九

〇
四
〇

〇
四
三

〇
四
四

〇
四
五

〇
四
七

〇
四
八

〇
四
九

〇
五
〇

〇
五
二

〇
五
三

〇
五
五

〇
五
六

〇
五
七

〇
五
八

〇
六
〇

〇
六
五

〇
六
七

〇
六
九

〇
七
〇

〇
七
一

〇
七
二

〇
七
六

〇
七
八

〇
八
一

〇
八
三

〇
八
五

〇
八
八

〇
八
九

〇
九
四

〇
九
六

一
〇
四

平
成
十
五
年
度
島
根
県
水
産
業
改
良
普
及
員
資
格
試
験
の
合
格
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

中
井

涼
子

杉
山
さ
や
か

成
相

英
明

岩
本

壮
平

古
江

幸
治

羽
野

健
志

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
島
根
県
高
規
格
道
路
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。平

成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

作
業
種
類

公
共
測
量

(

道
路
計
画
図
作
成)

二

作
業
期
間

平
成
十
五
年
八
月
十
三
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
二
十
日
ま
で

三

作
業
地
域

松
江
市
東
津
田
地
域

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
発
区
域

仁
多
郡
横
田
町
大
字
中
村
一
一
九
二
番
地
一

外
三
〇
筆

平成��年�月��日 第�����号 (�)

県

道

一
般
国
道

道
路
の
種
類

浜
田
八
重
可
部
線

四
百
三
十
二
号

路

線

名

那
賀
郡
金
城
町
大
字
今
福
五
一
一
番
一
地
先
か
ら
同
大

字
一
五
九
八
番
九
地
先
ま
で

能
義
郡
広
瀬
町
梶
福
留
二
一
三
五
番
三
地
先
か
ら
同
町

二
一
〇
八
番
八
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

八
四
三
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

九
七
五
・
〇
〇

延

長

〃 平
成
十
五
年
八
月
二

十
九
日

供
用
開
始
年
月
日

浜
田
土
木
建
築
事
務
所

広
瀬
土
木
事
務
所

管
轄
す
る
土
木
建
築
事

務
所
又
は
土
木
事
務
所

の
名
称

備

考



島 根 県 報

面
積

一
六
、
六
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

仁
多
郡
横
田
町
大
字
横
田
一
〇
三
七
番
地

横
田
町
土
地
開
発
公
社

理
事
長

渡
部
�
吉

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

島
根
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

島
根
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

島
根
県
企
業
局
財
務
規
程

(

昭
和
四
十
年
島
根
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

電
気
料
金
、
後
納
郵
便
料
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
経
費

(

第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
支
払

い
を
す
る
も
の
を
除
く
。)

�
�

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成��年�月��日 第�����号(�)



平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
印
刷

平
成
十
五
年
八
月
二
十
九
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
殿
町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報平成��年�月��日 第�����号 (�)


